
 

 

 

 

屋外運動場の予約方法及び支払期限につきまして、利便性の向上等

を図るため、令和７年４月１日（５月予約分）から次のとおり運用を

変更いたします。 
 

 

 

翌月利用分の抽選後の随時予約について、予約開始のタイミングが以下のとおり変更とな

ります。 

※ 毎月６日に荒川総合スポーツセンターで実施する空きコマ申込の抽選はなくなります。 

（東尾久運動場小広場のゲートボール・グラウンドゴルフ場の抽選は継続します。(受付時
間：９：００～１０：００)） 

申込方法 ＜現 在＞ ＜変更後＞ 

窓 口 
毎月６日空きコマ申込抽選終了後～利用直前 

※ ６日午前１１時までの申込は抽選を実施 

毎月６日午前８時～利用直前 

※ ６日のスポセンでの抽選は中止 

電 話 毎月１０日午前９時３０分～利用直前 毎月６日午前８時～利用直前 

システム 毎月１１日午前０時～利用直前 毎月６日午前７時～利用直前 

 
 

 

 

抽選予約の支払期限が利用月前月（当選月）の１３日まで（当選日の７日後まで）になり

ます。 

予約方法 ＜現 在＞ ＜変更後＞ 

抽選予約 利用月前月の２０日まで 利用月前月の１３日まで 

※ 随時予約の支払期限（予約受付日の７日後まで）に変更はありません。 

 

屋外運動場の予約方法及び支払期限の変更について 

変更点１ 

変更点２ 

【対象施設】 

南千住野球場、東尾久運動場、あらかわ遊園運動場、西新井橋野球場、 

少年運動場、区民運動場、荒川自然公園野球場・庭球場、宮前公園庭球場 


